
鳥越管内維持工事における安全対策及び創意工夫について 

 

                                 
 

１．はじめに 

本工事は、鳥越出張所管内の 上郡戸沢村古口～舟形町堀内地内において、堤防の除草，集草及 

び養生，芝張替，袋型根固めブロック製作・据付，転落防止柵設置，内水排除等作業，災害時緊

急作業、雑作業など、平成 24 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで 上川の河川区域内で維

持工事を施工するものです。     

  本文では、当工事において実施した除草作業における安全対策及び創意工夫について報告します。 

 

 

全 体 平 面 図 
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２．安全対策について 

 １) 肩掛式除草作業時の飛散防止対策について 

第三者及び近隣住民に対する安全対策として、堤防を一般車両や散歩する人が通るので、除草作

業中であることをドライバ－・歩行者へ注意喚起する必要がありました。 

そこで、堤防の天端に｢除草作業中のぼり旗｣及び｢除草作業中｣の文字を表示した｢カラ－コ－ン｣

を設置しました。 

堤防の天端及び路肩除草中に、飛散した石等が車や人に当たらないような対策として、路肩

1m 程度は従来の円径カッターに替えて｢安全回転バリカン（低速上下逆回転ハサミ式草刈りア

タッチメント）｣を装着して除草を行い、石等の飛散防止に努めました。 

また、堤防の天端及び路肩を除草している時は、一般車両や散歩する人が通る前に、作業員が認

識できるよう、誘導員を配置し、拡声器で合図をしました。 

 

天端及び路肩除草中の飛散防止対策 

 

      
 

｢安全回転バリカン｣の装着状況 
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2) 堤防を傷めない作業方法について 

堤防を健全な状態で維持・管理していくため、堤防損傷を起こしてしまう行為や草刈機（遠隔操縦

式・大型自走式）で除草中、支障物に急に遭遇した場合、草刈機（遠隔操縦式・大型自走式）の急

な旋回や何度も前進・後進を行い堤防を傷めるので、事前に障害物の位置に｢しの竹を色付き測量

テ－プ｣で表示し、撤去できる障害物は撤去を行い、堤防損傷を起こしてしまう行為や急な旋回等

の防止に努めました。 
また、肩掛式除草作業時に、草刈機の刈刃固定金具や刈刃が堤防の法面・舗装・水路等に接触した

場合、堤防を傷めるので通常の小型固定金具を「ド－ム型の大型固定金具」に替えて防止しました。 

 

 ｢しの竹を色付き測量テ－プ｣での表示    「ド－ム型の大型固定金具」の装着状況 

 

  
 

3) 草刈機（遠隔操縦式・大型自走式）の火災防止対策について 

 草刈機（遠隔操縦式・大型自走式）のエンジンやマフラーに草木が何重にも重なって、付着して火災

が発生しないように付着した草木は日々、背負式散風機で除去しました。 

 

背負式散風機を使用しての散風状況 

遠 隔 操 縦 式                             大 型 自 走 式 

  

3



３．創意工夫について 

1) 油漏れによる水質汚濁防止 

           当該箇所は河川に隣接しているので、日常点検と河川・水路付近での給油・オイル交換の禁止を

徹底し、緊急用油液処理セットを作業箇所や工事用車両等に搭載し、油漏れによる水質汚濁防止

に努めました。 
 
                      平地での給油状況 

                

 

2)熱中症対策 

堤防の芝養生において、1 回目の雑草抜取り時期は夏季期間に行いますので、気温が高く、炎天

下になる日も多くなります。そして暑さにより、判断、行動が鈍ったりします。 

そこで、作業員にはヘルメットに着用できる日よけを渡し、冷却スプレ－で温度を下げ、作

業箇所付近には、休憩用テント及び塩分，麦茶やク－ラ－ボックスを準備し、補給を行い、

夏季期間は熱中症になりませんでした。 

 

冷却スプレ－の使用               休憩用テント 

    
 

４．おわりに 

  これからは気象条件も悪くなり事故の起きる確率も高くなりますが、社内スロ－ガンの

『つみ取ろう職場にひそむ危険の芽』の言葉を忘れずに、そして会社一丸となり安全作

業に努めていきたいです。 

4

91610184
タイプライターテキスト



発注者 新庄河川事務所

施工者 株式会社オオバ

工事名 最上川中流皿島出舟下流地区特殊堤工事

発表者 ○現場代理人 佐藤　裕介

　監理技術者 渡邊　智弘

１．はじめに

　本事業は、山形県最上郡戸沢村皿島・出舟地内において、河川改修事業とし輪中堤の設置を行

うものである。

　平成24年度の本工事は、出舟地区において、大型ブロック積で構築する特殊堤工事（施工延長

=７６ｍ）を行う工事である。

皿島出舟下流地区特殊堤工事における安全管理について

輪中堤とは？
連続堤整備によらない治水対策！

前年度までの完成区間

施工区間　L=76m
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２．問題点

　本工事は築堤工事であるが、築堤計画箇所に近接する住宅が点在し用地取得が困難であるが為

に計画された、大型コンクリートブロック積による特殊堤工事である。それにより作業スペース

や運搬経路等が限られることから、施工計画の際、特異性をもつ計画を余儀なくされた。また、

不慣れな狭所での作業となる為、普段以上に安全管理を重要視することとした。

特殊堤部平面図

特殊堤部横断図

　最も重要視したのが、工事用道路の利用方法である。構造物背面は民地との境界線であり住宅

が点在する為、重機や車両の搬入路が設けられなかった。

工事用道路進入部
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３．対策

　用地幅・地形等から、かろうじて待避所を設けることができるのは、施行箇所より100m先で

あった。また、バックホウ等の重機も工事用道路上への設置となった。

対策①：重機と作業員の分離措置

　幅4.0mの工事用道路に重機を設置し、且つ作業員の通路を設けなければならなかった。重機走

行時・旋回時は合図者の配置は基より、コーンとコーンバーを設置し作業通路を明確にし、重機

と作業員の分離措置を行った。

　使用するバックホウは、旋回時、後方の作業半径縮小の為、後方小旋回バックホウの使用とし

た。バックホウへはバックモニターを搭載し、運転手も随時、後方の状況を把握できるようにし

た。

対策②：運搬車両の安全確保

後方小旋回バックホウと作業通路 バックモニター搭載

　待避所と施工箇所の区間が100m程に亘る為、途中で運搬車両が交差しないように待避所に誘導

員を配置し、現場誘導員とトランシーバによる連絡を行うこととした。

　合わせて、待避所にはトラックスケールを設置し、日々の積載量確認も行った。

誘導員配置 積載量確認
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４．まとめ

　安全管理は、施工計画時に想定される要因の他、実際に現場で施工を行っている時に必要と

なってくる検討課題や、工事内容の変更等に起因する検討課題等、さまざまな場面で迅速な対応

や対策の立案が必要な項目であると思われる。工事に着手すると、忙しくなり、その対応が遅れ

る傾向にあるので、今後は少しでも早期に対応できるよう努力していきたいと思う。

　まだまだ安全対策が十分とは言い難いですが、現場作業従事者が一丸となり危険箇所及び危険

行動を無くし、無事故無災害で竣工を迎えられるよう進めてまいります。

対策③：狭所作業の安全管理の対応

　慣れない狭所作業であり、現場作業従事者より危険個所や危険な行動を細かく聞き取り対応や

対策を講じる必要があると思われた。そこで、ヒヤリ・ハット報告書を名刺大のカード形式で作

成し、作業服のポケットに常備できるようにした。

　取り入れた意見は、KY活動に反映させるとともに、安全掲示板に対応策を掲示するようにし、

注意を促した。また、始業前点検の重点管理項目にする等して対応することができた。

ヒヤリ・ハット報告カード 安全掲示板への掲示

安全施設と点検状況
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工事用道路の安全確保及び連絡体制について

発注者 新庄河川事務所

施工者 佐藤建設株式会社

工事名 立谷沢川流域砂防工事用道路補修工事

発表者 現場代理人 石塚 徹

１．はじめに

本工事は、立谷沢川流域の立谷沢地内において工事用道路の補修及び砂防施設等における維持

工事を行うもので、立谷沢川流域を管轄する工事です。月山林道・本沢工事用道路は広範囲で尚

かつ携帯電話がつながりにくく、道路幅が狭く見通しの悪いカーブが連続し、急勾配な場所が多

いにも関わらず、他工事の工事車両の通行や施工に支障を与えない様に日々維持工事を行いまし

た。このように他工事が錯綜する中での月山林道・本沢工事用道路の通行の安全確保、緊急時の

下流域工事への連絡体制及び、工事安全対策協議会における全体調整を報告します。

２．月山林道・本沢工事用道路の通行の安全確保

月山林道・本沢工事用道路は道路幅が狭く見通しの悪いカーブが連続し、路肩は谷となって

いるため危険を抱える工事用道路です。その為、工事車両の交差は大変厳しく、一つ間違えば

工事車両の転落が考えられます。毎年、複数の会社がこの道路を利用することから、工事車両

の安全確保をする為に月山林道（５２箇所）、本沢工事用道路（１０カ所）の待避所を設け、

待避所番号を設置しています。待避所番号の設置を他工事の工事車両及び資材運搬業者には、

工事安全対策協議会の工程調整会議等で周知し、通行の安全を確保する事ができました。

待避所位置図（月山林道・本沢工事用道路）
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月山林道（待避所２０番） 本沢工事用道路（待避所４３番）

３．距離標の設置

林道及び工事用道路は入口からの距離が長いため、緊急時、施工箇所、資材運搬業者の運搬

場所の位置の把握が難しい状況でしたが、工事用道路入り口から１ｋｍごとに距離標を設置す

ることにより問題の解決を図りました。

その結果、工事用道路の位置がすぐに分かり、緊急時の対応、施工箇所の把握、資材運搬車

両の正確な位置が分かることで、工事調整もし易くなり、特に緊急時の対応にあたっては現場

へ移動がスムーズになり、迅速な処理に繋がることができました。

距離標（起点） 距離標（６ｋｍ）

４．下流域工事への連絡体制

平成２３年５月２２日に発生した濁沢川池ノ台の大規模土砂崩壊は更なる土砂流出及び土石流

の発生が考えられる為、流域内で工事を行っている工事関係者への連絡体制を構築することが

重要と考えられました。

立谷沢川流域は広範囲で携帯電話がつながりにくいため、当社に無線基地局を設置し下流域河
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道内の工事を含め連絡体制を確保することにしました。緊急・異常時は無線搭載車及び現場衛

星携帯を使用して、上流域工事から現地情報の連絡をもらい、当社の無線基地基地局から下流

域工事への連絡ができるように連絡体制を構築しました。

無線機搭載車 無線機基地局

立谷沢川流域緊急・異常時連絡体制

５．立谷沢川流域工事安全対策協議会の全体調整

工事安全対策協議会では、立谷沢川流域での工事や

調査等を行う業者、治山工事、東北電力を含め随時工

事工程会議を実施し、工事の調整、月山林道の工事車

両の通行台数、通行する際の安全対策等について打ち

合わせを行い、各社ともに安全管理に努めました。

また、月山林道・本沢工事用道路の通行に支障のあ

る箇所、危険箇所等の発見時は協議会メンバーから報

告してもらいスピーディーな対応が出来ました。 立谷沢川流域工事安全対策協議会
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６．地域住民とのコミニケーション

立谷沢川流域工事安全対策協議会では、流域の地域住民の方々に工事内容や進捗ついて知って

頂く為に、月１回のペースで広報誌「立谷沢川だより」を作成配布し、工事車両通行時の第三者

災害防止を図るとともに地域行事（河川清掃、夏まつり、龍神供養祭など）に積極的に協力し、

地域住民の方々とのコミニケーションに努めました。

平成２３年６月３日（日）に清川地区の運動会があり、当社で清川河川敷グランドの整備を

行った際には、運動会に参加した方々から「大変走りやすい」と温かい言葉を頂いたり、何よ

り子供たちの笑顔が一番嬉しく思いました。この笑顔を見れるように、これからも地域活性化

のために続けていきたいと思います。

グランド整備

立谷沢川だより（第６回） 清川地区運動会

７．おわりに

本工事は平成２４年３月１０日から平成２４年１１月３０日の約９ヶ月の工期の中で施工して

きましたが、この長い期間、無事故で終了できた事を本当に嬉しく思います。現場着工前に現場

調査の結果、危険箇所を早期に発見し対処した事も少なからずあったと思います。今、思えば反省

点もありますが今後の工事に活かして「安全優先」を基本に無事故、無災害を続けていきたいと思

います。これまで施工にあたりご指導して頂いた立谷沢川砂防出張所の方々、本工事や協議会に関

わった方々、地域住民の方々に感謝申し上げます。
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